
 
 

 

一 

 
 

 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

目
次
の
改
正
規
定
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
（
第
二
十
六
条
）
」
を
「
削
除
」
に
、
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
」
を
「
宅

地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指

定
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
五
号
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
号
中
「
第
四
十
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
中
『
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
、
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
」
に
、
「
宅
地
造
成
に
』
を

『
及
び
造
成
宅
地
防
災
区
域
内
に
お
け
る
宅
地
造
成
』
に
、
「
堆
積
に
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
を
第
五
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
二
条
中
「
、
第
二
十
六
条
第
一
項



 

 
 

 

二 

の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
、
「
居
住
者
そ
の
他
の
者
」
を
「
居
住
者
等
」
に
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
に
各
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

当
該
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
が
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
（
同

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
法
第
六
十
一
条
の
条

例
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い

て
「
環
境
影
響
評
価
等
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
事
業
に
係
る
工
事
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
係
る
環
境
影

響
評
価
等
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

第
八
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
次
の
一
項
」
を
「
次
の
三
項
」
に
改
め
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に

次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
関
係
市
町
村
長

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

三 

５ 

前
項
に
規
定
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
土
地
の
周
辺
地
域
そ
の
他
当
該
申
請
に
係
る

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
伴
う
災
害
に
よ
り
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
住
民
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
五
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
五
章 

削
除 

第
二
十
六
条 

削
除 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
六
章 

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
特
定

盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
等
の
規
制
」
を
「
第
六
章 

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
に

お
け
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
等
の
規
制
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
盛
土

等
規
制
区
域
内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
条
第
一
項
中「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
」



 

 
 

 

四 

を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 
当
該
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
が
環
境
影
響
評
価
等
の
対
象
と
な
る
事
業
に
係
る
工
事
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
等
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を

第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
関
係
市
町
村
長

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
項
に
規
定
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
土
地
の
周
辺
地
域
そ
の
他
当
該
申
請
に
係
る

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
伴
う
災
害
に
よ
り
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
住
民
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域

内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
、
「
。
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。 



 
 

 

五 

 
第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域

内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
」
を

「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
、
「
当
該
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
後
に
」
を
削
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
特
定
盛
土

等
規
制
区
域
内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域

内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
、
「
（
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
前
に
行
わ
れ



 

 
 

 

六 

た
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
」
を

「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
同
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
中
「
特
定

盛
土
等
規
制
区
域
内
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
内
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
及
び
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
十
六
条

第
一
項
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
条
第
一
項
中
「
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等

規
制
区
域
の
指
定
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
附
則
第
四
条
」
の
下
に
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
五
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

政
府
は
、
宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
伴
う
崖
崩
れ
又
は
土
砂
の
流
出
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
に

は
建
設
残
土
（
工
事
か
ら
発
生
し
た
土
砂
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
の
適
正
化
が
重
要
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
速
や
か
に
、
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
工
事
の
発
注
者
が
責
任
を
持
っ
て
建
設
残
土
の
適
正
な
処
理
を
確
保
す



 
 

 

七 

る
制
度
の
在
り
方
、
建
設
残
土
の
最
終
的
な
受
入
地
の
確
保
及
び
そ
の
実
施
を
担
保
す
る
た
め
の
制
度
の
在
り
方
、
建
設
残

土
の
受
入
地
に
つ
い
て
の
許
可
制
度
の
導
入
そ
の
他
の
建
設
残
土
の
処
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
七
条
の
う
ち
自
衛
隊
法
第
百
十
五
条
の
二
十
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
百
十
五
条
の
二
十
七
第

三
項
中
「
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
」
を
「
の
規
定
」
に
改
め
、
「
及
び
第
四
十
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
四
十
条
第
三
項
」

を
「
第
四
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
」
を
「
の
規
定
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
九
条
の
う
ち
都
市
計
画
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
七
号
の
表
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十

一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
の

特
定
盛
土
等
規
制
区
域
」
を
「
第
十
条
第
一
項
の
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
以
外
の
土
地
の
区
域
」
に
改
め
る
。 

 


